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出
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国
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三

ラ

ー
　
所
在
地
　
　
　
島
根
県
松
江
市
大
草
町

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
六
八
年

（昭
４３
）
八
月
―

一
九
七
〇
年

一
二
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
松
江
市
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
山
本
　
清

・
坪
井
清
足

・
町
田
　
工早
ほ
か

５
　
遺
跡
の
種
類
　
官
衡
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
七
世
紀
末
―
九
世
紀

７
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

出
雲
国
庁
跡
出
土
木
簡
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
三
点
に
つ
い
て
釈
文

・
写

真
な
ど
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
国
府
推
定
地
で
は
そ
れ
ま
で
例
が
な
か
っ
た
評

制
下
の
木
簡
を
含
み
、
国
府
ひ

い
て
は
律
令
国
家
の
地
方
支
配

の
成
立
過
程
を
め
ぐ
る
議
論
に

重
要
な
問
題
を
提
起
し
て
き
た
。

一
九
九
四
年
及
び
九
八
年
に

こ
れ
ら
の
木
簡
の
写
真
撮
影

・

実
測
な
ど
を
行
な
い
釈
読
を
再

検
討
し
た
結
果
、　
一
部
に
訂
正

を
要
す
る
箇
所
が
見
つ
か
っ
た
。

螺麟
"

出雲国庁跡における木簡出土遺構 (網かけ部分)

(『八雲立つ風上記の丘周辺の文化財』よリー部加筆転載)

(松 江)



ま
た
、
遺
物
整
理
過
程
で
新
た
な
木
簡
も
発
見
塔
れ
て
い
る
。
新
出
の
木
簡
に

は
釈
読
で
き
る
も
の
は
少
な
い
が
、
地
方
官
衛
遺
跡
出
土
木
簡
で
は
ご
く
例
の

少
な
い
〇
一
五
型
式
の
木
簡
な
ど
重
要
な
木
簡
が
含
ま
れ
て
い
る
。
な
お
、
①

に
は
訂
正
箇
所
は
な
い
が
、
再
検
討
結
果
を
合
わ
せ
て
報
告
し
た
い
。

木
簡
出
土
遺
構
は
、
い
が
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
Ｏ
〇
四
、
０
０
が
東
西
溝
Ｓ
Ｄ
Ｏ
Ｏ

五
で
あ
る
が
、
い
ｌ
⑩
に
つ
い
て
は
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｓ
Ｄ
Ｏ
Ｏ

四
・
〇
〇
五
も
七
世
紀
か
ら
九
世
紀
ま
で
一
貫
し
て
利
用
さ
れ
て
お
り
、
出
土

状
況
か
ら
年
代
の
判
定
を
行
な
う
の
は
困
難
で
あ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

⑪

　

大
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③
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釈文の訂正と追加

⑧

　

「
＜
□

塞

占
一
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（二
Ｗ
ａ
マ
ト
冨

①
は
柾
日
、
上
端

。
下
端
は
欠
損
す
る
。
裏
面
に
は
ハ
ギ
ト
リ
状
ケ
ズ
リ
が

施
さ
れ
て
い
る
。
□
磯
部
は
全
体
で
氏
族
名
の
可
能
性
が
あ
る
が
、
「磯
」
の

上
の
文
字
は
他
の
文
字
と
若
千
筆
が
異
な
る
よ
う
で
、
異
筆
と
も
考
え
ら
れ
断

言
で
き
な
い
。
機
能
的
に
は
荷
札
木
簡
の
他
、
安
□
を
人
名
と
み
る
と
、
歴
名

部
分
を
有
す
る
木
簡
の
可
能
性
も
あ
る
。

②
は
柾
目
、
上
端
は
平
面
ケ
ズ
リ
が
施
さ
れ
、
下
端
は
欠
損
。
表
面
に
は
ハ

ギ
ト
リ
状
ケ
ズ
リ
が
確
認
さ
れ
る
。
裏
面
は
欠
損
。
軍
団
か
ら
兵
士
を
国
府
ヘ

進
上
し
た
文
書
木
簡
か
、
そ
の
際
に
作
成
さ
れ
た
帳
簿
木
簡
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

「財
」
の
左
上
方
に
圧
痕
状
の
線
刻
が
認
め
ら
れ
る
。

③
は
板
目
、
表
裏
両
面
と
も
ハ
ギ
ト
リ
状
ケ
ズ
リ
が
確
認
さ
れ
。
上
端

・
下

端
は
欠
損
。
「代
」
の
下
に
は
文
章
は
続
か
ず
、
代
制
に
よ
る
田
籍
を
示
し
た

木
簡
で
あ
る
。

い
は
柾
日
、
上
端
に
は
平
面
ケ
ズ
リ
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
下
端
は
欠
損
。

表
面
に
は
カ
ッ
ト
グ
ラ
ス
状
ケ
ズ
リ
が
施
さ
れ
、
裏
面
に
は
ケ
ズ
リ
は
な
い
。

０
は
板
日
、
上
端

。
下
端
と
も
キ
リ

。
オ
リ
技
法
に
よ
っ
て
切
り
離
さ
れ
て

い
る
が
、
木
簡
本
来
の
も
の
か
二
次
的
な
も
の
か
は
不
明
。
表
面
に
は
ハ
ギ
ト

リ
状
ケ
ズ
リ
が
確
認
で
き
、
裏
面
も
恐
ら
く
ハ
ギ
ト
リ
状
ケ
ズ
リ
が
施
さ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
上
下
に
浅
い
切
り
込
み
が
あ
る
。

⑥
は
板
目
、
上
端
は
平
面
ケ
ズ
リ

・
側
面
ケ
ズ
リ
加
工
が
な
さ
れ
て
い
る
。

下
端
は
欠
損
。
表
裏
両
面
と
も
カ
ッ
ト
グ
ラ
ス
状
ケ
ズ
リ
を
確
認
で
き
る
。
倒

面
に
穿
孔
が
あ
る
が
、
焼
け
た
痕
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。
墨
書
は

一
文
字
め
の

右
半
分
が
残
っ
て
お
り
、
ほ
ぼ
中
央
で
縦
に
半
裁
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
「中
」
の
文
字
か
ら
す
る
と
、
三
等
の
考
第
が
た
て
ら
れ
る
郡
司

・
軍

団
少
毅
以
上
、
史
生
、
資
人
、
国
博
士

・
医
師
、
外
散
位
に
関
係
す
る
考
課
木

簡
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

０
は
板
日
、
上
端
は
両
側
面
か
ら
の
キ
リ
に
よ
っ
て
、
下
端
は
右
側
面
か
ら

の
キ
リ

・
オ
リ
に
よ
っ
て
切
断
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
二
次
的
な
加
工
に
よ
る

も
の
か
。
表
裏
両
面
に
ハ
ギ
ト
リ
状
ケ
ズ
リ
が
確
認
で
き
る
。

①
は
板
日
、
上
端
は
側
面
ケ
ズ
リ
が
施
さ
れ
、
側
面
に
キ
リ
カ
キ
に
よ
る
切

り
込
み
が
認
め
ら
れ
る
。
表
裏
と
も
に
ハ
ギ
ト
リ
状
ケ
ズ
リ
が
な
さ
れ
る
。
下

端
は
斜
め
に
削
っ
て
幅
を
細
め
て
お
り
、
こ
の
部
分
は
右
側
面
か
ら
キ
リ

。
オ

リ
に
よ
っ
て
切
断
さ
れ
て
い
る
の
で
、
棒
状
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
く
、

切
り
込
み
の
性
格
に
つ
い
て
は
問
題
が
残
る
が
、
題
鎖
軸
の
可
能
性
を
考
え
て

お
き
た
い
。

こ
の
他
、
墨
痕
の
な
い
付
札
状
木
製
品
の
断
片

一
点
が
あ
る
。

９
　
関
係
文
献

平
石
　
充

「出
雲
国
庁
跡
出
木
簡
に
つ
い
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」
（島
根
県
古
代
文
化
セ
ン
タ
ー

『古
代
文
化
研
究
』
三
　
一
九
九
五
年
）
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充
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